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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月２０日（日） ０９時５２分ごろ 

発生場所 香川県高松市兜
かぶと

島南方沖 

高松市所在のカナワ岩灯標から真方位２１３°１,０５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２４.８′ 東経１３４°０７.４′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート Ｔ
ティ－

＆
アンド

Ｍ
エム

Ⅱ、４.９トン 

   ２３５－４６５３２香川、丸協青果株式会社 

   ９.６０ｍ（Lr）×２.７５ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、平成１８年４月 

Ｂ プレジャーボート 蓮井
は す い

号、５トン未満 

   ２８０－１１２５３香川、個人所有 

   ４.４０ｍ（Lr）×１.５９ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関（船外機）、１１.００kＷ、昭和５５年３月２１

日（第１回定期検査日） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１６年９月３０日 

    免許証交付日 平成２１年８月３１日 

           （平成２６年９月２９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成１６年１２月９日 

    免許証交付日 平成２１年１１月２６日 

           （平成２６年１２月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に破口 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、香川県高松
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市稲毛
い な ぎ

島南方沖で釣りを行った後、高松市男木島南方の釣り場に移動

するため船長Ａが操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船し、兜島南方沖

を約１５ノットの対地速力で北西進した。 

 船長Ａは、いつもの休日より周囲に釣り船が少なかったので、船首

方に航行の支障となる釣り船などいないものと思い、椅子に腰を掛け

たときに足元に落とした携帯電話を探していたところ、平成２６年７

月２０日０９時５２分ごろ兜島南方において、衝撃を感じてＢ船と衝

突したことを知った。 

 船長Ａは、Ｂ船から海に飛び込んだ船長Ｂを救助した後、高松市

庵治
あ じ

漁港のマリーナに救助を要請した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、兜島南方沖

で、船首を北北西方に向けて漂泊し、船長Ｂが右舷船尾部で右舷方を

向いて座り、同乗者のうち１人が右舷船首部で右舷方を向いて座り、

他の同乗者が左舷船首部で左舷方を向いて座り、それぞれ釣り竿
ざお

を使

用して釣りを始めた。 

 船長Ｂは、右舷船尾方約５００ｍに北西進するＡ船を認め、これま

で航行する船舶が釣りをしている船舶を避けていたので、Ａ船がＢ船

を避けるものと思って釣りを続けていたところ、Ａ船にＢ船を避ける

様子がなく、約１００ｍに接近したので、衝突の危険を感じて同乗者

と共に海に飛び込んだ直後、Ｂ船の右舷船首部とＡ船の船首部とが衝

突した。 

 Ｂ船の同乗者２人は、泳いでＢ船に戻り、Ｂ船の同乗者の１人が海

上保安庁に本事故を通報した。 

 Ａ船は、自力航行により、Ｂ船は、自力航行が困難であったので、

来援したマリーナのボートにえい
．．

航され、それぞれ庵治漁港に入っ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、兜島南方沖に針路を向けた際、右舷船首方に２隻、左舷

船首方に１隻の釣り船を約１,２００ｍの所に視認していた。 

 船長Ａは、本事故発生場所付近を航行した経験が約２０年あった。 

 Ａ船の同乗者２人は、航行中、操舵室内で休んでいた。 

 船長Ａは、本事故後、探していた携帯電話を操舵室内の足元にある

書類入れの中から見付けた。 

 船長Ｂは、本事故発生場所付近での釣りの経験が約１０年あった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



- 3 - 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、兜島南方沖を北西進中、船長Ａが、いつもの休日より周囲

に釣り船が少なかったので、船首方に航行の支障となる釣り船などは

いないものと思い、足元に落とした携帯電話を探しており、見張りを

行っていなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、兜島南方沖で漂泊中、船長Ｂが、右舷船尾方約５００ｍに

北西進するＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船を避けていくものと思

い、漂泊を続けていたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、兜島南方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊中、

船長Ａが、いつもの休日より周囲に釣り船が少なかったので、船首方

に航行の支障となる釣り船などいないものと思い、足元に落とした携

帯電話を探しており、見張りを行っておらず、また、船長Ｂが、右舷

船尾方約５００ｍに北西進するＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船を避

けていくものと思い、漂泊を続けていたため、両船が衝突したことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・漂泊中に接近する船舶を認め、当該船舶に避航の気配が認められ

ない場合、適切な時機に衝突を回避する措置をとること。 

 

 


